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Ⅱ 施策 

長期的な船舶交通安全政策の方向性 

安全で安心な社会は、国民すべての願いであり、船舶交通安全政策にあっては、

海難のない社会を実現することが最終的な目標である。 

近年、ふくそう海域においては、海上交通センターにおけるＡＩＳ情報を活用

した情報の提供、指示・勧告等の制度化及び設備等の機能強化によって、海難減

少に大きな効果が確認された。今後、対象海域及び対象船舶を拡大しニーズに応

じた適切な安全対策を実行することで、我が国の船舶交通の安全性が飛躍的に向

上するとともに、効率性・定時性の向上にも大きく寄与することが期待される。 

そのためには、全ての船舶交通の実態を適時適切に把握し、我が国周辺海域を

航行する全ての船舶が、例えば、航行海域、目的地に応じて適時適確な安全情報

の提供を受けることができる仕組みを構築することが必要である。特に、ふくそ

う海域をはじめとする海難多発海域においては、船舶事故を防止するための指導

等を確実に受けることができる仕組みにより、安全・安心な航行環境を構築する

ことが重要である。 

このような航行環境を実現するため、新技術の積極的な活用、制度の不断の見

直しを通じ、船舶交通安全政策の質の向上を図っていく必要がある。例えば、小

型船舶にあっては、船舶事故を防止する思想を高める環境を構築し、さらに、ス

マートフォンなどの新たな情報ツールを利用した安全情報の提供及び指導体制を

拡充することで、より効果的に安全対策を行うことができるようになろう。 

海上保安庁においては、このような様々な取組みを関係機関と連携し総合的に

推進することにより、海難事故の大幅な削減を目指すこととし、長期的には、２

０２０年代中に現在の海難隻数を半減させることを目指すべきである。 

 

１ 基本的認識 

（安全の確保と効率性の向上） 

海難を未然に防止し、人命、財産及び海洋環境を保護することは普遍的な

社会ニーズであり、安全の確保は今後においても極めて重要である。また、

我が国経済の発展や国際競争力の強化を図るため、船舶航行の効率性の向上

を目指すことも必要である。 

 

（総合力の発揮） 

多様化する船舶の航行環境の変化に的確に対応し、新たな施策を適時適切

に実施するためには、関係行政機関や地方公共団体、海難防止団体等の民間

団体と密接に連携し、総合力をもって対応することが重要である。 

 

（新技術への積極的取組み） 

ＩＣＴ等の著しい発展に対応し、新たな技術を活用した安全システムの開

発を進め、これを積極的に導入するとともに、これらの開発に当たり、我が
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国が規格の標準化を主導することが重要である。 

 

（業務執行体制の強化） 

施策の実行に当たっては、これを運用する職員の能力の向上が必要であり、

政策のＰＤＣＡマネジメントサイクルを通じ、的確な施策の立案や既存の政

策の見直しを行うことが重要である。また、財政状況等を踏まえ、必要な予

算、組織、定員の集中的投入を行うことが必要である。 

 

（社会資本の適切な維持管理） 

航路標識等の社会資本の老朽化が進む中、今後の安全な船舶航行環境を維

持・発展させるため、施設の耐候性の評価を適時適切に行い施設の適切な管

理を行うことが重要である。 

 

（大規模災害対策） 

大規模災害の発生に際し、港内や湾内、ふくそう海域等にある船舶に対し、

迅速かつ確実に安全情報を提供し、船舶航行の安全を確保することが重要で

ある。 

 

 

２ 今後５年間の課題と課題解決のための重点施策 

（１）ふくそう海域の安全対策 

【課題①】 

近年、通航船舶の大型化やＬＮＧ船舶の増加により、船舶海難につい

ても大規模化することが想定され、甚大な社会的損失が発生する蓋然性

が高まっている。また、ＡＩＳ搭載船舶においては、日本船舶と比べ、

外国船舶による海難の発生確率は依然として高い状況である。 

これまで船舶交通がふくそうする東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門

海峡においては、海上交通センターを設置し、航行管制及び情報提供等

を通じて船舶交通の安全確保を図ってきたところである。 

平成 22 年７月「港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律」

の施行をもって海上交通センターが行う危険防止のための航行援助を強

化したことや国際標準に合致した運用管制官の資格認定制度を導入した

ことにより、ふくそう海域の海難発生隻数を大幅に抑制している。 

今後、大型船舶に対応した国際港湾の整備等を受けて、大型船舶の往

来が増加することが見込まれる中、海難の発生を未然に防ぐためには、

海上交通センターによる適確・不断の業務遂行が必要不可欠であり、ハ

ード・ソフト両面からの機能向上を図る必要がある。 
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【課題解決のための施策①】 

◆海上交通センターの機能充実 

「港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律」の施行により、

特定の海域に情報聴取義務海域が設定された一方で、レーダーの不感地

帯の存在により、適切な情報提供を実施できない空白地帯が存在してい

るため、レーダー局を増設しレーダーの不感地帯の解消を図る。 

また、災害時等においても海上交通センターを継続して運用するため、

予備系電源やレーダーの二重化整備を図る。 

今後ＡＩＳ仮想航路標識の利活用が見込まれることから、同標識の運

用に対応した次世代訓練用シミュレーターの整備を図る。 

 

 

 

◆運用管制官等の育成体制の強化 

現在、海上交通センター運

用管制官に対して、国際基準

に則った初任者、指導者及び

監督者の各レベルに応じた育

成研修並びに資格認定制度を

導入し、運用管制業務に必要

な知識及び技能の確実な習得

とその維持・向上を図ってい

る。 

今後、港内の安全対策の強

化に伴う業務対象海域の拡大等により、船舶の動静監視、安全情報の提

供等の高度な運用管制業務を行う職域の拡大、運用管制官等の必要性が

高まるとともに、ＡＩＳを活用した更に高度な運用管制業務が求められ

る。 

このため、語学力の向上や外国船舶に対応した実例等のシミュレーシ

ョン訓練等の研修内容の充実を図るとともに、専従教官の配置、研修生

レーダー不感地帯の解消 

レーダー不感地帯

関門海峡海上交通センター

レーダー
有効エリア

運用管制官等の育成体制の充実強化

研修生

教官
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の拡大を図り、運用管制官等の育成体制の充実強化を図る。 

 

 

【課題②】 

狭隘かつ航路が大きく屈曲し、強潮流の影響が著しい来島海峡、関門

海峡においては、最低速力の確保と追越し禁止が規定されており、航行

船舶は潮流情報を踏まえ最低速力を確保できることを判断し航行してい

る。 

しかしながら、現在の潮流情報は観測データが粗く、提供している流

速よりも強い、又は流向が複雑な箇所の存在が指摘され、航路内での航

行船舶の停滞や運航効率の低下を引き起こしている可能性がある。 

また、明石海峡においても、強潮流が発生する海域であり、速力が遅

い船舶が通航することで、航路内のふくそう度が高くなっている可能性

がある。 

 

【課題解決のための施策②】 

◆潮流情報の高精度化 

来島海峡、関門海峡及び明石海峡において、各海峡の全域にわたる詳

細で正確な潮流情報を提供するための観測・解析を行い、面的なシミュ

レーションを作成・検証する。 

この結果を、ホームページ上において、各海峡における時間毎の詳細

で面的な潮流予測情報として提供する。 

これにより、通行船舶の航行に大きな影響を与える流速や流向をより

正確に予測できるようになるため、各海峡における船舶交通の安全性や

航海計画立案等、運航の効率性が向上する。 
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【課題③】 

来島海峡航路においては、強い潮流と屈曲した狭隘な水道部の存在に

より、潮流の流向に応じて、船舶が航行すべき経路を変える「順中逆西」

航法という世界で唯一の特殊な航法が採られている。 

これまでに講じてきた安全対策により、航路内における衝突・乗揚げ

海難は減少しつつあるものの依然として外国船舶など航法を十分に知ら

ない船舶による迷走や逆航等の特異事例が年平均 15 件発生しており、

大規模海難が発生する蓋然性は高い。 

 

高精度かつ広域な潮流情報の提供 

流速計のデータ

340°3.5kn 351°4.2kn

290°2.2kn

301°2.7kn

最強流速点

330°8.7kn320°8.0kn

潮流観測

灯浮標設置型流速計灯浮標設置型流速計

ライブカメラライブカメラ

海峡全域の面的なｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを実施

イメージ図

N 2

・海峡全体の潮流ﾃﾞｰﾀ及び
潮流予測情報の提供

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(海上保安庁)

・高精度な流向・流速の情報提供

潮流信号所

広域で詳細な潮流情報の提供

測量船による検証

航海の安心・安全を確保！

最新の観測機器設置

海上交通センター

・通航船舶への情報提供
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【課題解決のための施策③】 

◆新たな航法の検討 

これまで港湾局等と緊密な連携を取りつつ、来島海峡の航行安全を確

保してきたところであるが、来島海峡航路の航路形状の見直し等によっ

て、新たな航路法線策定の可能性が見えてきている。 

交通環境の整備は、長期的な取組みが必要となるが、新航路法線策定

にあたっては、航路内の見通し、航路屈曲角の改善等によって海難発生

の蓋然性の減少が見込めるほか、現在採用している特殊な順中逆西航法

の解消によっては、航法を知らない船舶による逆航や迷走の解消が見込

める。 

  今後の施策展開にあたっては、関係機関との緊密な連携・協力を確保

しつつ、航行環境への影響、特に安全性・妥当性に注視しつつ、新航路

法線の策定及び順中逆西航法の解消の可否について、客観的な評価も交

えた検討を推進する。 

 

 

来島海峡航路の海難発生位置図（過去５年） 

●衝突 ●乗揚 情報聴取義務海域

順中逆西の航法 

来島海峡は、潮流が強く、順潮時は舵効きが悪くなることから、比較
的屈曲の少ない中水道を通航させたほうが安全であるため、順潮時
は中水道、逆潮時は西水道を通航することを定めたもの

北流
北流時

西
水
道

中
水
道

馬
島

南流
南流時

西
水
道

中
水
道

馬
島
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（２）準ふくそう海域の安全対策 

【課題】 

準ふくそう海域は、船舶交通量が多く、複雑な進路交差を生じること

から、海難発生の蓋然性が高い海域である。近年の準ふくそう海域での

海難発生状況を見ると、海難隻数は減少しているものの依然として重大

海難が多く発生している。 

  したがって、航行環境の変化を精査するとともに、従来から検討を進

めてきた船舶交通の整流化や進路交差の単純化等、必要な安全対策を講

じ、船舶交通の安全性を向上させる必要がある。 

 

【課題解決のための施策】 

 ◆ＡＩＳ仮想航路標識等を活用した安全対策の検討 

海域の航行実態、海難の発

生状況や航行環境の変化を精

査したうえで、船舶交通の整

流化等が必要な海域を選定し、

効果的な安全対策の導入に向

けて、分離通航方式や推薦航

路の採用を視野に入れた整流

化方策、さらに整流化に伴っ

て生じる新たな進路交差によ

る衝突リスクの軽減等につい

て検討を進める。 

  また、明石海峡等において、実験的にＡＩＳ仮想航路標識を活用し、

整流効果の検証をしてきたところ、一定の効果があるものと評価されて

おり、航路標識を物理的に設置できない海域においては、ＡＩＳ仮想航

路標識の利活用を含め検討する。 

 

 

（３）港内船舶交通の効率化・安全対策 

【課題】 

経済活動の集中する港では、ひとたび海難が発生すれば、甚大な社会

的損失の発生のおそれがあるため、船舶の通航が頻繁な水路や狭い水路

を有する港において、港内交通管制室を整備し、入出港船舶の行会い調

整の実施等の安全対策を講じている。 

港内交通管制室では、港内全域の船舶の動静を把握できていないため、

港内における水路及びその周辺海域における航行管制及び情報提供に止

まっている。 

昨今の海難発生状況を考察すると、総トン数 100 トン以上の船舶の衝

  

ＡＩＳ仮想航路標識

ＡＩＳ仮想航路標識による整流化 
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突・乗揚げ海難の約４割が港内で発生しており、船舶の大型化により船

舶海難の大規模化の蓋然性が高まっている。 

したがって、経済活動の集中する三大湾（東京湾、伊勢湾、大阪湾）

においては、優先して、さらなる港内船舶交通の安全性の向上及び効率

化を推進する必要がある。 

 

【課題解決のための施策】 

 ◆一元的な船舶の動静監視・情報提供体制の整備 

港内交通管制室の監視対象エリアを水路及びその周辺海域から港内全

域に拡大する。 

さらに、船舶動静監視に基づく情報が通航船舶に確実に伝達されるよ

う情報聴取義務海域を設定し、港内交通管制室の実施する航行安全業務

の実効性を確保する。 

  また、同一港内に複数の港内交通管制室が存在する港については、港

内交通管制室の集約を図り一元的な船舶の動静監視、情報提供体制を整

備する。 

 

 

 

（４）小型船舶の安全対策 

【課題】 

船舶海難に占める小型船舶の割合は非常に高く、全海難の約７割を占

港内交通管制室の強化イメージ図 

横浜
港内交通管制室

動静把握海域

京浜港海上交通センター
（仮）

港内（動静把握海域外）
で海難が発生している！

動静監視海域（拡大）
情報聴取義務海域（設定）

安全対策
の強化

港内全域の監視
衝突

港内全域の動静監視と情報提供を
一元的に実施

各港内交通管制室の動静把握海域
が狭く、体制及び対象海域も別々

今後現状

東京
港内交通管制室

川崎
港内交通管制室
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めており、死者・行方不明者を伴う海難では約９割を占めている。 

小型船舶の海難原因は、機関取扱不良、船体機器整備不良、見張り不

十分といった人為的要因によるものが約７割を占めている。 

海難惹起者の多くが海上保安庁や小型船安全協会等が実施する海難防

止講習会等に参加していないことが判明している。 

また、プレジャーボート、漁船等の小型船舶は、無線設備を搭載して

いないものが多く、情報を入手する手段として、主に携帯電話を利用し

ている。 

これらの海難を未然に防止するためには、海難の背景要因を詳細に分

析のうえ効果的な安全対策を策定し、小型船舶運航者一人ひとりの安全

運航に係る意識を大きく向上させる必要がある。 

 

【課題解決のための施策】 

◆海難分析を発展・活用した安全対策の企画立案体制の強化 

効果的な安全対策を講じるため、

統計的手法を用いた傾向分析とと

もに、海難調査で得た背景要因に

加え、ＡＩＳデータ等多様なデー

タを加味した分析手法を検討する

など、海難分析機能を強化する。 

  また、海難分析能力を活用し、

中央から現場までの組織の階層別

に海難傾向を把握し、安全対策の

企画立案及び海難防止対策を推進

する。 

 

◆関係省庁等と連携した、安全対策の検討及び効果的な施策の推進 

これまで海難防止講習会

等に参加していなかった者

に対しても海難防止指導を

徹底すべく、プレジャーボ

ート等が活動する現場海域

において、小型艇等を活用

した訪船指導の方法、要員

等について、より実効性の

ある海難防止指導のあり方

を構築すべく、検討する。 

さらに、小型船安全協会

等が行う海難防止講習会に

Plan

Do
Check

Ac
ti
on

海
難
防
止
対
策
の
推
進

海
難
分
析

海
難
傾
向
の
把
握

対
策
の
企
画
立
案

海難防止対策の
マネジメント

海難防止対策のマネージメント 

小型船舶操縦免許取得講習会等 

を利用した海難防止活動の推進 
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【担当課：安全課、企画課（農林水産省水産庁）

加え、小型船舶操縦免許取得（更新）講習会等、小型船舶操縦者が多く

集まる場を活用するなど、指導の裾野を広げる。 

また、海上保安官以外の海上安全指導員等民間ボランティアと連携し

た巡回指導を強化し、小型船舶操縦者全体の安全意識の高揚を図るとと

もに、水産庁が推進する安全推進員と連携した、ライフジャケット着用

の推進等の指導・啓発体制を強化する。 

 

◆電子メールを活用した緊急情報の充実強化 

海上保安庁では、小型船舶運航者等（メール配信登録者）に、緊急情

報として気象警報や航路障害物の状況等の情報をメール配信し、小型船

舶に対する安全対策の強化に努めている。 

  利用者から配信項目の充実化や利便性に向けた更なるシステム改良要

望があるほか、スマートフォンの急速な普及等ＩＴ分野における社会情

勢の変化に鑑み、今後も、システム改良を図り、ユーザーニーズに配慮

した情報提供を行うとともに、メール配信登録者の拡充を図る。 

 

◆簡易型ＡＩＳの普及促進等 

小型船舶に対し、ＡＩＳ搭載に関する海難防止効果等の有用性につい

て周知啓発を行い、普及促進を図る。 

なお、ＡＩＳ非搭載船舶に対する簡易型ＡＩＳの有効性やＡＩＳ船舶

衝突警報の有用性等を検証するための社会実験に積極的に取組む。 

 

 

（５）航路標識の整備・管理のあり方 

【課題】 

近年、ＧＰＳの出現やＡＩＳの船舶搭載義務化等により航海計器等の

発達・普及が進むとともに船舶の大型化、高速化等による海上交通環境

が大きく変化している。 

航路標識整備費にあっては、国の財政削減の方針により年々減少傾向

にある。高度経済成長期に集中的に整備された航路標識は、これらの大

半が施設・機器の更新時期を迎えようとしている。 

このような環境の変化に対応し、効果的かつ効率的な航路標識の整備

を推進するためには、既存航路標識の必要性の見直しを早急に進める必

要がある。 

一方で社会資本である航路標識は適正に維持される必要があることか

ら、維持更新の技術を高めることで財政の健全化に努めるとともに、こ

れまでと同様の海上交通の安全の確保を図りながら計画的・効率的に実

施する必要がある。 

  また、技術の進歩により機器の小型化、省電力化が進んでいることか

【担当課：計画運用課】

【担当課：計画運用課、整備課】
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ら、既存の航路標識を活用し航路標識の高付加価値化を進めることによ

り、船舶の環境変化に対応した新たな施策を導入するなどの対応が求め

られる。 

 

【課題解決のための施策】 

◆航路標識の最適配置の推進 

航海計器の普及、技術革新、海難の発生状況や航行の実態、港湾・漁

港形態の変化、並びに当該光波標識の利用実態等に基づき、安全性を担

保しつつ個々の光波標識の必要性を評価するための手法及びその基準策

定のための技術的な検討を行っている。この検討結果を踏まえ、機能が

重複し又は必要性が低下した光波標識について、利用者及び地元関係者

との十分な調整を行い廃止あるいは配置の最適化を進める。 

あわせて、海上保安庁長官の許可により設置・管理される航路標識（許

可標識）は、技術的基準により審査されていることから、交通環境を踏

まえた許可基準等、そのあり方を検討する。 

一方、北西太平洋ロランＣチェーンについては、近年のＧＰＳ航海計

器の普及等による利用者数の大幅な減少等の状況から、関係国等との調

整を踏まえ、平成 25 年２月に十勝太ロランＣ局を廃止した。残る新島

局と慶佐次局についても所要の調整を行い順次廃止を進める。 

また、ディファレンシャルＧＰＳ（ＤＧＰＳ）については、ＧＰＳの

測位精度向上及びインティグリティ（完全性）情報の提供を行うシステ

ムであり、米国によるＧＰＳ衛星の近代化（精度向上）や我が国の準天

頂衛星が運用開始し船舶の航行援助に有機的に活用されれば、当初の役

割を終えることとなる。現在、同近代化計画が大幅に遅れていることな

どやＧＰＳの異常が発生した場合には、船舶交通に重大な支障を及ぼす

ことが予想されることから、これらの状況を踏まえつつＤＧＰＳのあり

方を検討する。 

 

 

航路標識の最適配置イメージ図 

従来は、同時に
２つ以上の灯火
を確認できるよ
う灯台を配置

機能の重複が必
要最小限となる
よう面的に整理

ＧＰＳ等の航海計
器の発達により、
二点方位により船
位確認する必要
性が低下
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◆航路標識の適確な維持管理・更新 

航路標識はその性質上、気象・海象条件の厳しい場所に設置されてい

ることと、我が国が世界有数の地震大国であることから、これらの自然

環境の影響により施設に被害を受ける場合が少なくない。ひとたび航路

標識に被害が及べば、海上交通の安全性の確保が保たれないこと、また、

自然災害により施設の倒壊等が発生すれば多額の予算が必要となること

から、航路標識の耐震補強・耐波浪対策をあらかじめ講じることにより、

持続的な海上交通の安全確保と修繕に係る経費の節減を図る。 

また、今後は、低廉化対策として、定期的に交換を行わなければなら

ない航路標識機器等については、汎用品の導入、ダウンサイジング及び

仕様改良による部品交換の周期延伸等を推進する。長寿命化対策として、

腐食劣化診断の新技術開発による灯浮標等の適正な交換の推進を図ると

ともに、保守の省力化整備を促進し、障害時等における臨時保守の民間

委託化の拡充を図る。 

 

 

 

◆灯浮標をプラットホームとした気象情報提供システムの整備 

従来、岬の先端等の灯台等に設置された気象観測装置において、風向・

風速、気圧、波高データを観測し、無線電話、電話、インターネット・

ホームページにより提供している。これらの気象情報は、多くの船舶運

航者に利用されてきたものの、気象観測箇所が陸上であるため、風向等

によっては実際の運航海域の気象情報と異なる観測結果となるなど地理

的環境に影響される。 

これら海と陸の気象の違いは、船舶交通がふくそうする海域における

繊細な操船技術及び気象情報によって大きく左右される小型船舶の運航

航路標識の適確な維持管理・更新 

低廉化対策

適用範囲：施設の建替え（ダウンサイジング）
同程度の性質で安価な素材の採用
機器類、情報処理システム（汎用化）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
鋼

繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ等

（海上交通センター
管制運用卓）

汎用ＰＣ化

長寿命化対策

炭素繊維シート
による補強

既設基礎周囲にコンク
リートを増し打ちのうえ
補強

波浪対策

耐震補強
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に大きく影響を及ぼしている。 

昨今の技術の進歩により、気象観測装置の小型・省電力化が図られ、

機器や電源の設置スペースが限られていた灯浮標へ設置も可能となった

ことや国際標準仕様のＡＩＳ航路標識が開発され、実運航海域における

気象情報を提供する環境が整ったことから、これら機器の整備を進めて、

より安全な船舶交通環境の構築を図る。 

 

 

 

 

（６）大規模災害における船舶交通の安全対策 

【課題①】 

津波等災害時においては、港長が在泊船舶に対して港外への避難勧告

等を実施し、港内の安全を確保するとともに、港内交通管制室が港則法

に定める水路及びその周辺海域の航行管制等を、海上交通センターが海

上交通安全法に定める航路及びその周辺海域の航行管制等をそれぞれ行

っている。 

平成 23 年３月に発生した東日本大震災では、停電等による通信イン

フラの麻痺により一部の船舶に港長からの避難勧告が伝達できなかった

事例が確認され、また、東京湾を例にとれば、避難する船舶が湾内に密

集する混雑状態が生じた。 

  今後発生する可能性のある南海トラフ巨大地震等により甚大な被害が

想定される三大湾（東京湾、伊勢湾、大阪湾）をはじめとして、船舶の

安全かつ円滑な避難並びに被害の極小化について、海事関係３部局（海

事局、港湾局、海上保安庁）が連携して対策を講じる必要がある。 

 

【課題解決のための施策①】 

◆避難勧告等の確実な伝達手段の検討及び既存の安全対策の見直し 

津波等災害時においては、電話回線等の通信インフラが麻痺・切断さ

陸上の風向・風速

波が高くなるので、乗
客にｼｰﾄﾍﾞﾙﾄを着用
させよう。

海上における気象現況
を提供

新しいスタイル

沖は波が高い。出
港を見合わせよう。

周辺陸上部における
気象現況の提供

従来スタイル

沖は風が強かった
ので引き返そう。

海上の風向・風速・波高

（ＧＰＳによる波高観測）

【担当課：安全課】

灯浮標をプラットホームとした気象情報提供システムのイメージ図 
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れる場合が十分想定されることから、避難勧告等が伝達されなかった場

合に備えた自主的安全対策の規約作りの推進を含め、港長の避難勧告等

が在泊船舶に適切に伝達されるように、各港の状況に応じた代替手段を

確保する。 

  また、荷役設備の電源二重化による緊急離桟時の安全対策強化等の大

型危険物積載船に係る行政指導指針の見直し及び新想定に基づく津波防

災情報図を活用した既存の安全対策の見直し等を進める。 

 

◆港内から湾内まで一体的な情報提供のあり方の検討 

津波等災害時においては、港内から港外、港外から湾外へ避難する船

舶等で混雑し、船舶海難の蓋然性が高まることから、避難船舶に対する

情報提供等の錯綜を避け、一元的に実施する必要があるため、同一港内

に複数所在する港内交通管制室を統合し、一元的な船舶の動静監視体制

及び情報提供体制を構築する。 

また、港内から湾内にかけての一体的な情報提供のあり方について、

情報聴取義務海域設定の検討のほか航路啓開で作業が見込まれる緊急確

保航路の作業区域を、ＡＩＳ仮想航路標識を用いて情報提供するなど関

係機関と海上交通センター等の有機的な連携方策等を検討する。 
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【課題②】 

大規模な自然災害に見舞われた場合、被災者支援のための緊急物資の

輸送や地域の生産活動の継続において港湾が重要な役割を果たすことに

なる。 

東日本大震災では、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の太平

洋沿岸の航路標識 277 基の内、135 基の航路標識が被害を受け、緊急物

資輸送港 15 港の航路標識 92 基の内、53 基が被害を受けた。 

このため、被災直後においても船舶が安全に入港できるようにするに

は、安全な通航路の確保が必要であり、航路標識はその一端を担ってい

ることから、地震や台風等の自然災害時にあっても航路標識の機能を失

わないよう維持する必要がある。 

地震・津波時の湾内及び港内における船舶安全対策のイメージ図 

避難海域

東京湾海上交通センター

避難海域

避難海域

京浜港海上交通センター
（仮）

京浜港内の港内交通管
制室を一箇所に統合

A18

＃45 ＃50

＃57

管
制

官

A18

＃45 ＃50

＃57

A18

＃45 ＃50

＃57

管
制

官
管
制

官
管
制

官

避難船舶

港内から湾内まで一体的な情報提供

避難に関する情報提供・勧告

連

携

東京湾大阪湾 伊勢湾

「ＡＩＳ航路標識
で沈没船位置
情報・制限区域
等を提供」

「ＡＩＳ航路標識
で避泊位置を
提供＋VHF通

信で入域船を
整流」

油流失
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【課題解決のための施策②】 

◆航路標識の耐震化、自立型電源化等の整備 

船舶交通の安全確保と運航効率を維持するためには、地震等災害によ

り強度が劣化した航路標識の耐震補強、耐波浪補強整備を進める。 

また、従来から航路標識の電源供給に配電線路を使用している施設は、

地震や台風等の自然災害には脆弱であることから、停電により航路標識

の運用が停止することのないよう、航路標識用電源の自立型電源化（太

陽電池化）を進める。なお、自立型電源化の促進には、省電力化が欠か

せないことから、航路標識用光源として使用している電球からＬＥＤ等

の新光源への移行を推進する。 

 

 

 

◆航路標識の防災・減災にかかる体制の整備 

東日本大震災を教訓に策定した「航路標識の災害対策の推進に係る基

本計画」については、地震想定の変更等状況に合わせ不断の見直しを行

耐震化、自立型電源化等のイメージ図 

ソーラーパネル

災害の発生
配電線の切断

太陽光発電

航路標識の電源を

太陽光発電に変更
配電線の切断等による
停電時も運用が可能

鉄筋コンクリートを用い建物

及び基礎の補強を実施
補強前 補強後鉄筋コンクリートを用い建物

及び基礎の補強を実施
補強前 補強後

【耐震補強】

【耐波浪補強】

【自立型電源化】

航路標識の基礎を補強
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うとともに適切な運用を図る。 

また、大規模な災害発生時において、被災地域の生活必需品の大量輸

送及び復旧活動を円滑に遂行するためには、海上輸送航路の早期啓開が

必要となる。このことから災害発生時は、特定の浮標基地等に復旧資機

材を集約し、迅速な復旧活動に資するよう災害復旧拠点としての体制を

整備する。 

 

 

（７）戦略的技術開発 

【課題①】 

衛星通信を利用したインターネット環境の構築や、５ＧＨｚ帯無線ア

クセスシステムの利用可能化等、海上におけるＩＣＴ環境は近年めまぐ

るしく変化を遂げている。また、情報入手端末も携帯電話が大半を占め

ていたが、スマートフォンやタブレット型端末が広く普及し始めている。 

ＩＣＴの発展・普及により企業等による多種多量のデータ（ビッグデ

ータ）の生成・収集・蓄積が可能・容易になり、その分析・活用による

異変の察知や近未来の予測等を通じ、ユーザー個々のニーズに即したサ

ービスの提案や各データを連携させることによる付加価値の創出が可能

となってきている。 

これまで、ＡＩＳを船舶交通安全対策の一つのツールとして、搭載義

務化により船舶間の情報交換や海上交通センター等の陸上側からの安全

情報の提供が可能となったことで、ＡＩＳ搭載船舶の安全性は向上して

おり、極めて有効なツールであることが検証されていることから、非搭

載船舶にもＡＩＳ搭載を促していく必要がある。 

また、ＡＩＳ陸上局における通信トラフィック（容量）は増加の一途

をたどっており、今後ＡＩＳの普及が進むと、システムの運用に影響を

及ぼすこととなるため対策を講じる必要がある。 

 

【課題解決のための施策①】 

◆次世代ＡＩＳの国際標準化 

ＡＩＳ搭載船舶の増加による通信トラフィックの逼迫は、世界中で懸

念されており、現在これを解決するために次世代ＡＩＳの開発が進めら

れている。我が国主導で開発を進め、次世代ＡＩＳの国際標準化の実現

を図る。 
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◆ＩＣＴの発展・普及を踏まえた情報提供技術の検討・開発 

ＡＩＳを活用した多種多様な支援情報の提供については、船舶操船者

がより判断し易くなるようシステム構築を目指す。なお、この情報提供

システムの開発に当たっては、ＡＩＳやＥＣＤＩＳに限らず、簡易型Ａ

ＩＳや近年普及が著しいスマートフォンやタブレット型端末等でも活用

できるシステム（ＥＮＳＳを含む）となるよう関係機関・団体等と連携

して推進する。さらに、海上において入手可能な多種多量、リアルタイ

ム性を有するデータの定量化並びに分析について技術的な検討を行う。 

  また、ＡＩＳ非搭載船舶に対する簡易型ＡＩＳの有効性やＡＩＳ船舶

衝突警報の有用性等を検証するための社会実験に積極的に取組む。（再

掲） 

 

 

【課題②】 

これまでは、航路標識分野におけ

る基礎技術及び機器改良を主体とし

た試験、研究を実施してきたところ

であるが、今後は、厳しい予算事情

から社会問題にまでなっている老朽

インフラの増加への対応も踏まえ、

あわせて新たな安全情報提供ツール

の研究成果を活用した航路標識の高

付加価値化を図るなど、中長期的な

視野の下、戦略的に技術開発を展開

する必要がある。 

 

 

次世代ＡＩＳの国際標準化 

現行ＡＩＳ

・低速度通信

・2周波数

・短距離通信

次世代AIS（VDES）

・高速度通信

・6周波数

・遠距離通信(衛星により全地球)

・海上における情報ﾈｯﾄﾜｰｸの構築

ＡＩＳ-ＳＡＲＴ

霧

他船動向確認可

衝突回避

(VHFによるデータ交換通信システム)

沈錘

浮体式灯標

腐食劣化診断

沈錘

浮体式灯標

腐食劣化診断

航路標識の診断技術の開発 
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【課題解決のための施策②】 

◆航路標識の診断技術の開発 

浮体式灯標等の航路標識を適切に維持管理するために、鋼構造物の性

質等から老朽度を的確に見極めるための判断技術を開発し、腐食劣化を

定量的に評価し、最適な時期に必要な部材のみ更新することで、寿命を

延伸し、維持管理経費の低減を図る。 

この腐食の潜伏期から進展期に移行するまでの劣化の度合を判定する

新たな腐食劣化診断モニタリング技術を国土交通省総合政策局と連携し

て開発する。 

 

◆省電力高輝度光源の開発 

沿岸灯台に用いられる旧来型の灯器等は地震に弱く、発災時被害の拡

大が懸念されている。さらには、光源に使用されている電球も将来的に

生産が終了し調達が困難になるおそれもあることから、これらに代わる

光源として、新素材（ＬＥＤ、有機ＥＬ等）による高輝度化・省電力化・

軽量化した新光源を開発し、沿岸灯台等に利用し災害に対する耐力を強

化する。 

また、新光源の開発にあわせ、光通信技術を用いた新たな情報提供に

ついて、情報の重畳による利便性の向上に係る検討を促進する。 

 



交通政策審議会 第２６回海事分科会 資料２ 

- 20 - 

 

 

 

【課題③】 

海難に伴う救助作業や流木等の漂流物除去作業、流出油の防除作業は、

船舶の航行水域を制約することとなるため、各作業は必要最小限の区域

を設定し、その旨を航行警報等により船舶へ周知することにより、付近

航行船舶の安全性が確保される。 

しかしながら、我が国の沿岸海域は、地形や海流の影響により複雑な

流れであり、また、時々刻々と変化しているため、周辺の海況の把握が

困難な状況にあるため、的確な作業区域の設定が難しい。 

 

【課題解決のための施策③】 

◆海潮流データの常時収集体制の構築 

新技術を導入した漂流ブイや自律型海洋観測装置等を用いて効率的な

運用を図ることにより得られた海潮流や水温等の海況データを通常期に

収集しておくことにより、我が国沿岸海域における海況の常時把握体制

を構築する。 

 

新光源における新たな情報提供 

ＬＥＤ灯器に
情報信号を載
せて送信する

光通信

航路標識の
名称・位置、
付加情報 等
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海潮流データを常時収集する体制の構築 

リアルタイムに

海洋変動の実態把握

自由にコース設定可能

自律型海洋観測装置（AOV）

気象計測装置
（気温・気圧
風向・風速）

ADCP
（流向・流速）

CTD（水温・塩分）

イリジウム衛星通信による
リアルタイムデータ転送

波浪計測装置
（有義波高・周期等）

太陽電池式により

長期（周年）観測可能

多数のブイにより面的な

海洋変動の常時実態把握

イリジウム漂流ブイ
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３ 施策展開にあたっての重要事項 

（１）規制・制度の不断の見直し 

船舶交通がふくそうする海域においては、航行船舶の安全を確保するため、

操船が困難な場所に航路を設け、特別な交通方法等が定められている。 

近年、船舶交通の安全性の一層の向上を図るため、海上交通センターによ

る船舶に対する情報提供や勧告等の措置の制度を創設したほか、航路横断禁

止区間の一部廃止や航路外待機の緩和等規制の見直しがなされてきた。 

これまで規制内容の変更を目的とする施策の実施に当たっては、「規制の

事前評価」（ＲＩＡ）により、その目的、内容、必要性、効率性、有効性等

を明らかにし、「政策チェックアップ」又は「政策レビュー」により、第三

者評価等を通じて客観的に検証されるとともに関係者からの意見聴取が行わ

れてきた。 

他方、航路標識については、船舶の広域的移動のために国際的な統一性の

確保等の観点から、その設置・管理は、原則海上保安庁が行っており、近年

においては、高度な航海計器の出現・普及等を踏まえて、必要性の変化に応

じた航路標識の最適配置の在り方の検討を進めているところである。 

今後においては、社会経済の変化、船舶交通を取り巻く情勢、海難発生状

況等の実態を点検し、これまでに講じてきた船舶交通安全施策について、関

係者からの意見の聴取を積極的に行うとともにＰＤＣＡサイクルの実行を通

じてより効果的な安全制度となるように、既存の規制・制度を常に見直すこ

とが必要である。 

 

（２）関係機関等との連携強化 

船舶交通の安全に関し、国及び地方公共団体、船舶の使用者、船員などの

関係者がそれぞれの役割に応じて協力しあう体制を構築することが重要であ

る。 

国においては、海上保安庁のほか海事局や水産庁、総務省等の関係機関が

構成員となる「関係省庁海難防止連絡会議」において、小型船の海難防止な

どの重要課題について協力して対応している。 

今後、複雑化する船舶航行環境を踏まえ、海難防止に係る各分野の推定的

連携の強化を図り、小型船の海難防止対策などの重要な課題に総合力をもっ

て取り組むことが重要である。 

地域においては、海上保安本部や海上保安部、港長と地方公共団体等との

間で定期的に海難防止にかかる情報交換を密にし、一体となった海難防止活

動の実施や津波対策協議会による災害防止策の検討を行っている。特に、全

国海難防止強調運動では、関係行政機関、海事関係団体でつくる実行委員会

において基本計画を策定、この実施に当たっては地方公共団体、海難防止団

体等が構成員となる推進連絡会議において、地域の特性を踏まえた海難防止

活動が行われている。 

【担当課：企画課、安全課】
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海難件数の大幅な減少を実現するためには、今後、この協力体制をさらに

強化し、海難防止活動を共同で行う取り組みを進めることが重要である。ま

た、大規模災害発災後では、港湾の迅速な原状回復などにおいて国と地方公

共団体との連携の強化がこれまで以上に求められることから、種々の事態を

想定した協力体制を強化することが重要である。 

 

（３）国際協力の推進 

船舶交通のグローバル性を考慮した場合、我が国独自の航行援助技術の導

入はいわゆるガラパゴス化を招き得策ではない。このため、新たに開発した

技術や、次世代ＡＩＳ等世界的ニーズが高まっている技術については、ＩＡ

ＬＡ、ＩＭＯ等の国際機関において我が国が主導的に国際標準化を進める。

このことは、我が国の航行援助産業界の国際競争力の向上にも資することと

なる。 

東南アジア地域は、我が国の貿易を支える主要な海上交通路となっており、

その船舶交通の安全の確保は、我が国の資源及びエネルギーの安定供給に必

要不可欠である。このため、海上保安庁が有する高い技術力をもって、開発

途上国に対するインフラ整備に係る技術支援、人材育成支援等の国際貢献に

積極的に取組む。 

我が国を航行する外国船舶の船員の主要な供給元となっている近隣諸国と

効果的な航行安全対策に取組む。このことは、外国船舶の船員の質の向上に

つながり、我が国での外国船舶の海難防止に資することとなる。 
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